
一
事
実
の
概
要

⑩
一
九
五
一
（
昭
和
二
六
）
年
、
女
子
高
を
卒
業

し
た
原
告
ｘ
は
訴
外
Ｐ
会
社
に
一
般
職
と
し
て
採
用
き

れ
た
。
そ
の
後
、
Ｐ
の
子
会
社
で
あ
為
訴
外
Ｑ
会
社
へ

出
向
し
た
Ｘ
は
、
一
九
八
五
（
昭
和
六
ｓ
年
一
月
一

日
に
Ｐ
会
社
が
同
業
他
社
と
合
併
し
て
被
告
Ｙ
会
社
と

な
っ
て
か
ら
闇
出
向
の
ま
ま
Ｑ
会
社
で
勤
務
を
続
け
、

一
九
九
二
（
平
成
四
）
年
五
月
三
一
日
に
六
○
歳
の
定

年
を
迎
え
て
退
職
し
た
。
Ｘ
の
業
務
内
容
は
、
入
社
し

て
以
来
一
貫
し
て
資
料
作
成
等
を
行
な
う
い
わ
ゆ
る
事

務
職
で
あ
っ
た
◇

②
Ｐ
会
社
は
社
員
格
付
制
度
（
ラ
ン
ク
）
を
有
し
、

そ
こ
で
は
、
係
長
相
当
職
に
二
段
階
（
ｍ
・
睡
穏
組
長

相
当
靴
に
二
段
階
（
ｍ
・
聖
、
一
般
職
に
四
段
階
（
ｍ

～
巴
が
設
け
ら
れ
、
合
併
直
前
、
Ｘ
は
唾
に
位
置
づ

け
ら
れ
て
い
た
ｏ
合
併
後
の
Ｙ
会
社
に
も
当
該
制
度
（
職

能
資
格
等
級
）
が
あ
り
、
そ
れ
は
、
管
理
専
門
職
を
五

段
階
鰯
。
”
・
噸
・
蝿
Ａ
・
蝿
Ｂ
）
、
監
督
企
画
判
定

職
を
四
段
階
（
瓢
・
鍵
。
露
八
・
鰯
Ｂ
）
、
一
般
職
を
四

段
階
（
、
～
鰹
に
区
分
し
て
い
る
。
合
併
の
際
、
Ｘ

は
、
と
さ
れ
、
そ
の
後
、
唾
に
昇
格
し
退
職
に
至
っ
た
。

ま
た
、
Ｙ
会
社
に
お
け
為
賃
金
。
賞
与
に
は
、
使
用

、
判
例
研
究
／
昭
和
シ
ェ
ル
石
油
事
件
・
東
京
地
裁
判
決
（
平
一
五
・
一
・
’
’
九
労
判
八
四
六
二
一
Ｃ
頁
）

合
併
前

後
で
な
さ
れ
た
格
付
け
等
に
関
す

る
男
女
間
異
別
取
扱
い
　

中
内

哲
　

北
九

州
市

立
大

学
助

教
授

●
□

者
の
査
定
（
職
務
職
能
定
昇
評
価
）
で
決
定
き
れ
る
部

分
が
含
ま
れ
て
お
り
、
そ
れ
は
、
成
績
・
能
力
。
情
意

の
各
項
目
ご
と
の
判
断
を
総
合
し
て
五
段
階
（
Ｓ
ｏ

Ａ
．
Ｂ
・
Ｃ
・
、
）
で
評
価
さ
れ
る
。
当
初
、
Ｘ
の
評

価
は
Ｂ
で
あ
っ
た
が
、
一
九
八
八
（
昭
和
六
三
）
年
以

降
退
職
ま
で
は
Ｃ
と
き
れ
た
。

③
Ｘ
は
、
①
自
ら
に
対
す
る
右
社
内
格
付
け
や
査

定
が
同
学
歴
。
同
年
齢
の
男
性
社
員
の
そ
れ
に
比
し
て

低
位
で
あ
り
、
こ
れ
に
合
理
的
理
由
は
な
く
、
そ
れ
ゆ

え
、
②
本
来
、
遅
く
と
も
三
七
歳
時
に
は
Ｅ
、
四
六
歳

時
に
は
Ｆ
斑
合
併
時
に
は
醜
に
格
付
け
ら
れ
る
と
と
も

に
、
職
務
職
能
定
昇
評
価
で
は
低
く
と
も
Ｂ
と
判
定
さ

れ
る
べ
き
で
、
③
こ
れ
ら
と
異
な
る
低
い
評
価
は
、
性

を
理
由
と
す
る
違
法
な
差
別
で
あ
り
不
法
行
為
に
あ
た

愚
と
主
張
し
、
右
②
の
評
価
に
も
と
づ
き
算
定
し
直
し

た
Ｙ
会
社
発
足
以
降
の
得
べ
か
り
し
賃
金
等
（
賞
与
。

退
職
金
，
公
的
年
金
を
含
む
）
と
実
際
の
受
領
金
額
と

の
差
額
の
ほ
か
、
慰
謝
料
お
よ
び
弁
護
士
費
用
の
支
払

い
を
求
め
る
本
件
損
害
賠
償
訴
訟
を
提
起
し
た
。

二
判
旨
上
鴎
漿
｜
部
露
容

抑
①
Ｐ
会
社
従
業
員
で
組
織
き
れ
て
い
た
訴
外
組

合
が
作
成
し
た
冊
子
『
資
料
と
報
告
」
に
掲
載
さ
れ
た

紹
荊
五
七
年
お
よ
び
同
五
八
年
四
月
一
日
現
在
⑪
デ
ー

タ
を
、
同
一
学
歴
者
の
格
付
け
・
同
一
ラ
ン
ク
の
定
期

昇
給
額
・
同
一
年
齢
者
の
本
給
額
ご
と
に
性
別
で
比
較

す
る
唾
、
「
い
ず
れ
に
お
い
て
も
、
…
…
著
し
い
格
差

が
存
す
患
」
。
②
Ｙ
会
社
作
成
資
料
で
あ
る
亘
銚
八
五

年
合
併
時
の
格
付
け
に
つ
い
二
記
載
の
デ
ー
タ
に
も

と
づ
げ
ぱ
、
合
併
直
後
の
社
内
格
付
け
で
は
、
そ
れ
以

前
に
比
し
て
「
全
般
に
男
性
が
女
性
よ
り
上
位
の
職
能

資
格
等
級
に
な
っ
て
い
る
莞
③
Ｙ
会
社
が
開
示
し
た
新

規
採
用
高
卒
社
員
（
男
性
七
四
○
名
・
女
性
六
三
名
）

に
関
す
る
一
九
八
六
年
か
ら
一
九
九
二
年
ま
で
の
デ
ー

タ
を
見
る
と
（
労
判
八
四
六
号
二
六
頁
以
下
に
掲
げ
ら

れ
る
表
１
～
４
参
照
）
、
「
職
能
資
格
等
級
、
職
務
職
能

定
昇
評
価
、
本
給
額
の
い
ず
れ
艇
お
い
て
も
、
男
女
問

で
著
し
い
格
差
が
存
す
る
」
。
さ
ら
に
、
④
前
掲
「
資
料

と
報
告
」
（
昭
和
三
九
年
お
よ
び
同
五
七
年
四
月
一
日
現

在
、
労
判
八
四
六
号
二
八
～
二
九
頁
参
照
）
や
志
②
の

デ
ー
タ
を
、
「
Ｐ
会
社
及
び
Ｙ
会
社
に
お
い
て
、
Ｘ
と
、

同
一
学
歴
…
…
で
、
年
齢
が
同
じ
…
…
男
性
…
…
［
社

員
に
つ
き
］
比
較
す
る
と
、
ラ
ン
ク
又
は
職
能
資
格
鑿
刻

級
、
定
期
昇
給
額
、
ひ
い
て
は
本
給
額
に
お
い
て
、
著

し
い
格
差
が
存
在
し
て
い
息
と
い
え
る
」
。

②
①
こ
の
よ
う
に
、
Ｐ
Ｙ
両
社
高
卒
社
員
を
全
体

と
し
て
見
た
場
合
の
男
女
間
、
あ
愚
い
は
、
Ｘ
と
同
学

歴
。
同
年
齢
男
性
社
員
と
の
間
で
賃
金
等
に
格
差
が
あ

る
場
合
、
「
Ｘ
に
つ
い
て
、
男
性
社
員
と
の
間
に
格
差

を
生
じ
た
こ
と
に
つ
き
合
理
的
な
理
由
が
認
め
ら
れ
な

い
限
り
、
…
…
そ
の
格
差
は
、
性
の
違
い
に
よ
る
も
の

と
椎
認
す
る
の
が
相
当
で
あ
る
」
。
な
お
、
Ｘ
の
業
務
内

容
は
、
男
性
社
員
の
そ
れ
と
「
大
き
く
異
な
る
も
の
で
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俶痙燕、
＃
準
を
用
い
了
翻

こ
れ
は
、
Ｐ
会
社
に
お
い
て
も
同
様
で
あ
っ
た
と
推
認

さ
れ
る
」
。

③
「
以
上
を
総
合
す
れ
ば
、
。
》
・
…
Ｐ
及
び
Ｙ
会
社
は
、

ラ
ン
ク
叉
は
職
能
資
格
等
級
並
び
に
定
昇
金
額
の
査
定

に
お
い
て
、
男
性
を
女
性
よ
り
優
遇
す
あ
扱
い
を
し
て

い
た
と
認
め
ら
れ
、
こ
の
こ
と
は
、
Ｘ
と
の
関
係
腱
お

い
て
も
当
て
は
ま
る
」
。
そ
れ
ゆ
え
、
「
Ｙ
会
社
は
、
Ｘ

が
女
性
で
あ
愚
こ
と
の
み
を
理
由
と
し
て
、
賃
金
に
関

し
べ
男
性
と
差
別
的
な
取
扱
い
を
し
た
も
の
と
認
め
」

ら
れ
患
。

③
①
こ
れ
は
労
基
法
四
条
に
違
反
す
る
行
為
で
あ

っ
て
不
法
行
為
に
該
当
し
、
「
Ｙ
会
社
は
、
Ｘ
に
対
し
、

…
…
［
当
該
不
法
行
為
に
基
づ
く
］
損
害
…
…
賠
償
…

…
義
務
を
負
う
」
。
そ
の
う
え
、
②
Ｘ
の
勤
務
成
績
・
態

度
が
、
他
の
社
員
の
そ
れ
と
比
較
し
て
．
（
特
に
）
劣
っ

て
い
た
と
は
認
め
ら
れ
な
い
か
ら
、
③
Ｘ
の
損
害
額
は
、

合
併
時
以
降
退
職
時
ま
で
、
低
く
と
も
職
能
資
格
等
級

あ
っ
た
と
は
認
め
ら
れ
ず
、
…
…
他
の
男
性
社
員
…
…

を
補
助
す
る
も
の
で
あ
っ
た
と
も
認
め
ら
れ
な
い
」
。

②
他
方
、
一
九
九
二
年
当
時
の
高
卒
社
員
（
Ｐ
会
社

出
身
で
二
○
Ｃ
○
年
当
時
に
Ｙ
会
社
に
在
籍
し
て
い
た

者
）
の
デ
ー
タ
を
見
る
と
、
Ｙ
会
社
は
、
男
性
を
「
職

能
資
格
滞
留
年
数
戻
労
判
八
四
六
号
三
八
頁
別
紙
７
参

照
）
に
い
う
『
高
卒
・
技
能
職
」
の
基
準
に
則
っ
て
処

遇
す
る
反
面
、
女
性
に
つ
い
て
は
、
『
高
卒
補
助
・
短

大
補
助
」
の
基
準
を
適
用
さ
せ
、
し
か
も
、
年
齢
の
高

い
女
性
を
よ
り
長
く
同
一
等
級
に
留
ま
ら
せ
て
い
あ
。

男
女

Ｙ
会
社
は
、
高
卒
社
員
を
昇
格
き
せ
る
に
あ

で
異
な
る
（
女
性
に
よ
り
厳
し
い
）
基

「
い
た
と
み
る
こ
と
が
で
き
る
。
…
…

、
ｘ
の
主
張
色
③
参
照
）
を
時
系
列
的
に
整
理

す
る
と
、
Ｘ
と
同
学
瀝
・
同
年
齢
男
性
社
員
と
を
比
較

し
た
場
合
、
①
Ｐ
会
社
に
お
け
患
Ｘ
の
昇
格
進
度
の
緩

慢
、
②
Ｙ
会
社
発
足
時
に
社
内
格
付
け
を
置
換
す
る
際

の
Ｘ
の
低
位
、
③
同
社
に
お
け
る
Ｘ
の
昇
格
進
度
の
緩

慢
、
⑳
同
社
で
定
期
昇
給
額
を
決
定
づ
け
る
職
務
職
能

定
昇
評
価
（
査
定
）
に
関
す
患
Ｘ
の
低
位
、
以
上
の
四

点
が
い
ず
れ
も
性
を
理
由
と
し
た
差
別
行
為
に
該
当
す

る
と
い
う
こ
と
な
の
で
あ
ろ
う
。

昇
格
に
関
す
る
男
女
差
別
が
法
的
に
許
き
れ
な
い
こ

（
５
）

と
は
、
す
で
に
判
例
上
確
認
さ
れ
て
お
り
、
か
つ
、
一

九
九
九
年
四
明
一
日
に
施
行
さ
れ
た
現
行
男
女
雇
用
機

会
均
等
法
六
条
に
お
い
て
も
規
定
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ

を
右
主
張
①
③
に
当
て
は
め
れ
ば
、
Ｐ
Ｙ
両
社
に
よ
る

Ｘ
の
昇
格
に
関
す
る
男
性
社
員
と
の
異
別
取
扱
い
は
、

そ
れ
を
正
当
化
し
う
る
合
理
的
理
由
燕
な
い
限
り
、
違

法
。
無
効
と
評
価
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

ま
た
、
従
来
あ
ま
り
争
わ
れ
て
い
な
い
よ
う
に
思
わ

れ
る
が
、
Ｘ
は
Ｙ
会
社
に
よ
る
格
付
け
の
置
換
（
当
初

の
格
付
け
行
為
自
体
）
や
賃
金
査
定
の
性
差
別
性
も
訴

え
た
（
右
主
張
②
④
）
。
こ
れ
ら
の
行
為
に
は
使
用
者
の

に
つ
い
て
は
躯
、
職
務
職
能
定
昇
評
価
に
つ
い
て
は
Ｂ

を
前
提
と
し
て
算
定
し
直
し
た
賃
金
等
（
賞
与
・
退
職

金
・
公
的
年
金
を
含
む
）
と
実
際
の
支
払
額
と
の
差
額

相
当
額
で
あ
る
。

（
加
え
て
、
本
判
決
は
、
慰
謝
料
請
求
を
斥
け
、
弁

護
士
費
用
に
つ
い
て
は
四
○
○
万
円
の
支
払
い
を
認
め

た
。
）

三
評
釈

裁
量
が
及
ぶ
と
理
解
ざ
れ
鳥
。
も
っ
と
も
、
そ
の
男
女

間
異
別
取
扱
い
に
対
す
鳥
姿
勢
は
、
労
基
法
四
条
、
あ

る
い
は
一
九
六
ｏ
年
代
後
半
以
降
に
蓄
積
ぢ
れ
今
や
判

例
に
お
い
て
確
立
し
た
と
さ
れ
る
公
序
良
俗
違
反
｛
狼

法
九
○
条
参
照
）
を
根
拠
と
す
患
男
女
差
別
禁
止
法
理

に
鑑
み
て
、
右
で
昇
格
に
つ
き
述
べ
た
と
こ
ろ
と
同
様

に
解
す
べ
き
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
当
初
の
格
付
け
で

あ
れ
査
定
で
あ
れ
、
そ
こ
で
男
女
間
の
異
別
取
扱
い
が

な
き
れ
れ
ば
、
そ
れ
を
正
当
化
で
き
愚
合
理
的
な
理
由

が
な
い
限
り
、
当
該
格
付
け
，
査
定
は
法
的
に
許
容
き

れ
な
い
、
と
。

以
上
に
も
と
づ
く
と
、
Ｘ
の
右
主
張
①
～
④
鰯
性
差

別
性
は
す
べ
て
、
「
差
別
さ
れ
た
と
主
張
す
る
労
働
者

側
が
男
女
間
異
別
取
扱
い
の
実
態
を
立
証
し
た
場
合
、

使
用
者
側
が
そ
れ
を
正
当
化
し
う
る
合
理
的
理
由
を
反

証
し
な
い
限
り
、
当
該
取
扱
い
を
不
合
理
な
男
女
差
別

竺諦Ⅷ鮴懸幹繊沙胸《醗綱洲奔縦邨聯州几竃き
②
翻
っ
て
、
本
判
決
は
鷺
具
体
的
に
い
か
を
愚
判

断
枠
組
み
に
よ
っ
て
Ｘ
の
主
張
を
検
討
し
た
か
。
結
論

に
お
い
て
Ｘ
の
右
主
張
①
～
④
す
べ
て
の
性
差
別
性
が

肯
定
苔
れ
て
は
い
る
も
の
の
三
②
③
）
＄
そ
れ
を
導
き

出
す
た
め
の
一
般
論
が
明
解
に
展
開
さ
れ
て
い
る
わ
け

で
は
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
心
結
論
に
至
る
階
鰄
を
た

ど
る
と
、
ま
ず
、
ア
．
い
わ
ゆ
る
大
量
観
察
方
式
に
よ

っ
て
、
Ｘ
が
主
張
す
る
各
局
面
、
つ
ま
り
、
Ｐ
会
社
の

昇
格
（
｜
｜
、
①
④
）
、
合
併
時
で
の
格
付
け
の
置
換
（
二
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れ
と
異
な
愚
も
の
で
な
い
旨
の
言
及
が
あ
っ
た
後
に

（
二
脚
①
薇
結
論
た
る
判
旨
②
③
が
続
く
。

ァ
は
労
働
者
側
が
立
証
す
べ
き
異
別
取
扱
い
の
実
態

を
、
イ
は
使
用
者
側
が
反
証
す
べ
き
合
理
的
理
由
の
不

存
在
を
示
し
た
と
い
え
る
。
し
た
が
っ
て
、
本
判
決
は
、

裁
判
所
に
よ
愚
従
来
の
右
差
別
判
定
手
法
を
踏
襲
し
た

も
の
と
解
さ
れ
る
の
で
あ
る
ｏ

⑤
こ
の
よ
う
に
、
本
件
に
対
す
る
評
者
の
分
析
視

角
（
右
⑩
）
と
本
判
決
の
立
場
（
同
②
）
と
に
は
共
通

性
が
認
め
ら
れ
る
。
そ
の
限
り
で
、
評
者
は
、
本
判
決

を
積
極
的
に
評
価
す
る
が
、
そ
の
判
断
過
程
（
右
ア
・

イ
）
に
は
疑
問
を
禁
じ
え
な
い
□
少
な
く
と
も
次
の
三

点
を
指
摘
し
て
お
こ
う
ｏ

二
点
は
ア
に
対
す
る
も
の
で
、
そ
の
第
一
は
、
格
付

け
の
置
換
量
の
主
張
②
）
に
関
す
る
判
旨
、
②
で
あ

る
。
こ
こ
で
は
、
合
併
し
た
Ｐ
Ｙ
両
社
間
で
格
付
け
を

置
換
す
る
際
、
男
性
と
比
較
し
て
女
性
が
「
全
体
と
し

て
」
低
位
に
位
置
づ
け
ら
れ
た
こ
と
の
み
が
指
摘
き
れ

る
に
と
ど
ま
っ
た
。
い
い
か
え
れ
ば
、
Ｘ
は
自
ら
と
同

学
歴
。
同
年
齢
男
性
社
員
と
を
比
較
し
た
際
の
差
別
を

訴
え
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
本
判
決
は
、
右
置
換

に
関
し
て
、
当
該
両
者
を
比
較
し
た
デ
ー
タ
さ
え
認
定

し
て
い
な
い
。

第
二
は
、
査
定
（
Ｘ
の
主
張
④
）
に
関
す
る
判
旨
、

③
鋪
）
で
あ
る
。
そ
こ
で
指
摘
さ
れ
た
デ
ー
タ
を
再
検
す

れ
ば
（
労
判
八
四
六
号
二
七
頁
表
３
参
照
）
、
ｘ
の
職
務

職
能
定
昇
評
価
が
Ｃ
に
な
っ
た
際
、
女
性
社
員
の
約
八

○
％
が
Ｂ
、
約
一
○
～
一
六
％
が
Ｃ
と
判
定
さ
れ
て
い

る
（
ち
な
み
に
、
男
性
社
員
で
は
、
約
三
○
％
が
Ａ
、

約
五
○
％
が
Ｂ
、
約
七
％
が
Ｃ
で
あ
る
）
ｏ
こ
れ
ら
の
数

値
に
接
す
る
と
、
査
定
膣
衝
し
て
は
、
男
女
間
異
別
取

扱
い
と
い
う
よ
り
も
む
し
ろ
、
大
多
数
の
同
性
社
員
と

比
較
し
て
な
ぜ
Ｘ
は
よ
り
低
い
Ｃ
と
判
定
さ
れ
た
の
か

が
争
点
に
な
る
と
思
わ
れ
る
。

残
る
一
点
は
、
イ
に
対
す
愚
評
価
で
あ
る
。
本
判
決

は
、
イ
に
よ
っ
て
使
用
者
側
が
示
す
べ
き
合
理
的
理
由

の
不
存
在
が
十
分
に
担
保
さ
れ
る
と
認
識
し
た
の
で
あ

ろ
う
。
し
か
し
、
イ
だ
け
で
は
、
そ
の
役
割
を
果
た
し

き
れ
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
Ｘ
の
業
務
内
容
や
質
が
男
性

の
そ
れ
と
比
較
し
て
異
な
ら
な
い
と
し
て
も
、
Ｘ
個
人

の
能
力
等
に
問
題
が
あ
れ
ば
、
右
証
明
が
榎
り
か
ね
な

い
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
、
判
旨
鰯
②
（
Ｘ
に
業

務
上
の
落
ち
度
が
な
い
と
さ
れ
た
点
）
は
、
こ
こ
で
指

摘
さ
れ
る
べ
き
で
あ
っ
た
が
、
実
は
、
こ
れ
を
裏
打
ち

す
る
事
実
が
そ
も
そ
も
認
定
さ
れ
て
い
な
い
。

以
上
の
通
り
、
評
者
は
、
い
ま
篭
認
定
す
べ
き
事
実

が
不
足
し
て
い
息
こ
と
を
専
ら
の
理
由
と
し
て
、
本
判

決
が
Ｘ
の
主
張
①
～
④
の
す
べ
て
に
性
差
別
性
を
認
め

た
こ
と
に
賛
成
で
き
な
い
。
な
お
、
本
判
決
は
、
Ｘ
に

対
す
る
当
該
差
別
全
体
を
指
し
て
、
理
由
を
述
べ
る
こ

と
な
く
労
基
法
四
条
違
反
と
断
じ
て
い
る
（
二
③
①
）
。

査
定
は
と
も
あ
れ
、
昇
格
に
つ
い
て
は
同
条
違
反
該
当

（
犯
）
・

性
を
明
確
に
否
定
す
為
裁
判
例
が
存
在
す
る
だ
け
に
、

本
判
歌
に
鱈
い
て
、
そ
の
論
拠
が
言
及
さ
れ
る
べ
き
で

あ
っ
た
。

脚
本
判
決
は
、
Ｐ
Ｙ
両
社
の
格
付
け
。
昇
格
・
査

定
行
為
す
べ
て
が
不
法
行
為
に
あ
た
る
と
し
て
、
Ｙ
会

社
が
Ｘ
に
支
払
う
べ
き
損
害
賠
償
額
を
算
定
す
る
三

脚
③
）
。
職
能
資
格
等
級
に
つ
い
て
は
鍵
職
務
職
能
定

昇
評
価
（
査
定
）
に
つ
い
て
は
Ｂ
が
、
合
併
時
か
ら
退

戦
時
ま
で
の
賃
金
等
に
関
す
る
再
算
定
基
準
と
し
ぽ
設

定
さ
れ
た
。

右
③
で
述
べ
た
第
一
の
疑
問
鋤
延
長
線
上
に
は
、
は

た
し
て
Ｘ
は
合
併
時
か
ら
顕
に
格
付
け
ら
れ
る
べ
き
で

（
脇
）

あ
っ
た
か
、
同
第
一
一
の
疑
問
の
そ
れ
に
は
、
退
職
直
前

の
数
年
間
、
Ｘ
は
Ｂ
と
判
定
さ
れ
う
る
能
力
を
有
し
て

い
た
か
、
と
瀞
う
判
旨
⑥
③
に
対
す
る
新
た
な
疑
問
が

立
ち
現
わ
れ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
本
判
決
が
差
額
賃
金
相

当
額
に
関
す
愚
Ｘ
の
主
張
（
約
一
八
二
五
万
円
）
を
全

部
認
容
し
た
ほ
ど
に
明
確
な
も
の
と
し
て
、
当
該
算
定

基
準
を
受
容
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
あ
る
□
と
は

い
え
、
こ
の
こ
と
は
、
損
害
賠
償
額
が
算
定
不
能
で
あ

り
、
し
た
が
っ
て
Ｘ
の
請
求
が
認
め
ら
れ
な
い
と
い
う

（
旭
）

意
味
に
解
き
れ
て
は
な
ら
な
い
。

判
旨
③
③
に
つ
い
て
は
、
苫
ら
に
一
一
一
一
一
口
し
て
お
き
た

い
。
そ
れ
は
、
受
け
取
る
べ
き
賃
金
が
よ
り
高
額
で
あ

っ
た
は
ず
と
い
う
こ
と
を
前
提
に
、
国
か
ら
支
給
き
れ

る
べ
き
厚
生
年
金
に
つ
い
て
も
不
利
益
を
被
っ
た
と
の

Ｘ
の
主
張
に
対
し
、
本
判
決
が
「
Ｙ
会
社
が
積
極
的
に

争
わ
な
い
」
こ
と
の
み
を
理
由
に
、
同
社
に
当
該
年
金

の
差
額
相
当
額
（
約
九
四
四
万
円
）
の
支
払
い
を
命
じ

た
点
で
あ
る
（
本
判
決
第
３
．
５
③
ァ
お
よ
び
イ
（
労

判
八
四
六
号
三
六
頁
）
参
照
）
・
民
事
訴
訟
法
学
説
・
判

例
上
の
論
鑪
で
あ
る
将
来
の
給
付
の
訴
え
（
民
訴
法
一

三
五
条
参
照
）
に
該
当
す
る
部
分
（
約
四
二
万
円
）

も
右
差
額
相
当
額
に
は
含
ま
れ
て
い
る
こ
と
等
に
照
ら

す
と
、
こ
の
判
断
に
つ
き
、
控
訴
審
で
労
使
が
激
し
く

攻
防
し
、
新
た
な
見
解
が
示
さ
れ
る
可
能
性
が
あ
麺
。

な
お
、
本
判
決
に
は
、
本
件
原
告
側
訴
訟
代
理
人
②

一
人
で
あ
る
中
野
麻
美
弁
護
士
に
よ
る
解
説
が
あ
る
。

⑯
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八
叫
載
さ
れ
て
い
る
。

（
１
）
同
組
合
は
ユ
。
シ
協
定
締
結
組
合
で
あ
り
、
全
組
合
員

の
約
九
五
％
以
上
の
デ
ー
タ
に
も
と
づ
い
て
、
当
該
資
料

は
、
各
組
合
員
の
ラ
ン
ク
・
賃
金
額
・
賃
上
額
等
を
詳
細

に
記
載
す
る
。
本
判
決
第
３
．
１
⑪
ア
（
労
判
八
四
六
号

二
一
一
一
頁
豈
同
第
３
．
２
⑪
ア
⑰
（
同
号
一
一
八
頁
）
参
照
。

（
２
）
本
判
決
を
掲
載
す
る
労
判
八
四
六
号
で
は
省
略
さ
れ
た

が
、
本
判
決
原
本
三
四
頁
～
’
’
’
九
頁
に
は
、
そ
れ
を
示
す

表
の
記
賊
が
あ
る
。

（
３
）
前
掲
注
（
２
）
同
様
、
労
判
八
四
六
号
が
省
略
し
た
本

、
『
判
決
原
本
四
○
頁
～
四
一
一
一
頁
に
は
、
そ
れ
を
示
す
表
が
褐

本
誌
一
五
四
七
号
（
二
○
○
一
一
一
年
）
四
頁
を
参
照
さ
れ

た
い
。さ
れ
る
（
商
法
一
○
一
一
｜
条
・
民
訴
法
一
二
四
条
一
項
二
号

参
照
竜

（
５
）
私
企
業
分
野
に
お
け
る
そ
の
哺
矢
と
し
て
は
、
社
会
保

険
診
療
報
酬
支
払
基
金
事
件
・
東
京
地
判
平
二
・
七
・
四

労
判
五
六
五
号
七
頁
参
照
。
近
時
の
事
案
と
し
て
、
芝
信

用
金
庫
事
件
・
東
京
高
判
平
一
二
・
’
一
一
・
一
一
二
労
判
七

九
六
号
五
頁
、
シ
ャ
ー
プ
エ
レ
ク
ト
ロ
ニ
ク
ス
マ
ー
ケ
テ

ィ
ン
グ
事
件
・
大
阪
地
判
平
一
二
・
一
一
・
二
一
一
一
労
判
七
八

●
、
．

｜
一
一
号
七
一
頁
等
が
あ
る
。

な
お
、
本
件
は
該
当
し
な
い
が
、
い
わ
ゆ
る
「
コ
ー
ス

別
人
事
制
度
」
に
お
い
て
は
、
た
と
え
同
学
歴
・
同
年
齢

（
あ
る
い
は
同
期
入
社
）
の
男
女
間
で
昇
格
に
つ
き
異
別

取
扱
い
が
な
さ
れ
て
い
て
も
、
そ
れ
が
男
女
の
属
性
の
差

異
〈
例
え
ば
総
合
職
と
一
般
職
）
に
起
因
す
る
の
で
あ
れ

ば
、
裁
判
例
は
、
当
該
差
別
禁
止
法
理
の
適
用
を
原
則
と

（
４
）
同
社
回
法
的
責
任
は
、
旬
鮒
塚
り
Ｙ
会
社
に
包
括
承
継

し
て
考
慮
し
な
い
。
直
近
の
事
案
と
し
て
、
野
村
證
券
事

件
、
東
京
地
判
平
一
四
’
’
一
・
二
○
労
判
八
二
一
一
号
一
一
一
一

頁
参
照
。

（
６
）
条
文
上
は
「
昇
進
」
と
な
っ
て
い
る
が
、
こ
れ
に
「
昇

格
」
が
含
ま
れ
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
例
え
ば
労
働
省
女

性
局
編
「
詳
説
男
女
雇
用
機
会
均
等
法
宍
労
務
行
政
研

究
所
、
二
○
○
○
年
）
’
九
六
頁
参
照
。

（
７
）
但
し
、
Ｐ
Ｙ
両
社
に
お
け
る
昇
格
等
は
、
Ｘ
の
退
職
日

で
あ
る
一
九
九
二
年
五
月
末
日
以
前
に
行
な
わ
れ
て
い
る

た
め
へ
同
法
六
条
違
反
を
生
ぜ
し
め
な
い
が
、
こ
の
こ
と

は
、
判
例
法
理
が
存
在
す
る
以
上
、
か
か
る
結
論
に
影
響

を
与
え
な
い
。

（
８
）
菅
野
和
夫
「
労
働
法
［
第
六
版
］
』
（
弘
文
堂
、
二
○
○

三
年
）
’
六
一
頁
以
下
参
照
。
と
く
に
一
六
一
一
頁
で
は
、

同
法
理
が
「
労
働
関
係
の
全
般
に
お
け
る
合
理
的
理
由
の

な
い
男
女
差
別
を
規
制
す
る
法
理
と
し
て
確
立
し
て
い

る
」
と
記
さ
れ
る
。

（
９
）
山
之
内
紀
行
「
性
別
を
理
由
と
す
る
差
別
的
取
扱
い
」

林
豊
Ⅱ
山
川
隆
一
編
「
労
働
関
係
訴
訟
法
Ｉ
宍
青
林
書
院
、

二
○
○
｜
年
）
七
○
頁
以
下
等
を
参
照
。

（
、
）
東
京
大
学
労
働
法
研
究
会
編
「
注
釈
労
働
基
準
法
上

巻
」
（
有
斐
閣
殉
二
○
○
一
一
一
年
）
一
○
七
頁
［
両
角
道
代
執

筆
］
の
ほ
か
、
同
頁
で
引
用
さ
れ
て
い
る
浜
田
富
士
郎
教

授
お
よ
び
西
谷
敏
教
授
の
論
文
を
参
照
さ
れ
た
い
。

（
ｕ
）
そ
こ
で
示
さ
れ
た
内
容
は
、
Ｘ
の
主
張
①
④
を
補
強
す

る
事
実
・
評
価
と
把
握
さ
れ
る
。

（
⑫
）
例
え
ば
、
商
工
組
合
中
央
金
庫
事
件
・
大
阪
地
判
平
一

二
・
一
一
・
二
○
労
判
七
九
七
号
一
五
頁
参
照
。

（
Ⅲ
）
｜
っ
の
論
拠
と
考
え
ら
れ
る
の
は
、
前
掲
芝
信
用
金
庫

事
件
控
訴
審
判
決
で
あ
る
。
そ
こ
で
は
、
「
資
格
の
付
与

賎Ⅲ が
賃
金
額
の
増
加
に
連
動
し
て
お
り
、
か
つ
、
資
格
を
付

与
す
る
こ
と
と
職
位
に
付
け
る
こ
と
と
が
分
離
さ
れ
て
い

る
場
合
」
に
お
け
る
昇
格
差
別
は
、
労
基
法
四
条
違
反
に

該
当
す
る
と
さ
れ
た
。
本
件
は
、
か
か
る
要
件
を
満
た
す

可
能
性
が
き
わ
め
て
高
い
事
案
と
思
わ
れ
る
。

（
Ⅲ
）
た
し
か
に
、
Ｘ
と
同
学
歴
・
同
年
齢
の
男
性
社
員
が
、

合
併
時
の
Ｐ
会
社
に
お
い
て
（
Ｙ
会
社
で
の
Ｓ
に
対
応
す

る
）
Ｅ
ま
た
は
Ｆ
ラ
ン
ク
に
到
達
し
て
い
た
こ
と
は
十
分

に
推
認
で
き
る
が
（
本
判
決
第
３
．
１
⑪
ァ
ｎ
Ｃ
㈲
お
よ

び
同
第
３
．
１
い
イ
㈲
（
労
判
八
四
六
号
二
四
頁
）
参
照
）
、

彼
ら
が
皆
Ｙ
会
社
で
、
以
上
に
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
た
こ

と
を
示
す
事
実
は
積
極
的
に
認
定
さ
れ
て
い
な
い
。

（
咀
）
か
り
に
「
差
別
な
か
り
せ
ぱ
」
と
い
う
状
況
創
出
に
向

け
た
具
体
的
な
算
定
基
準
が
設
定
で
き
な
い
場
合
で
あ
っ

て
も
、
民
訴
法
二
四
八
条
に
も
と
づ
き
、
差
別
の
実
情
を

ふ
ま
え
て
慰
謝
料
を
算
定
す
る
と
い
う
対
処
方
法
が
あ
り

う
る
か
ら
で
あ
る
。
す
で
に
か
か
る
手
法
を
採
用
し
て
い

る
事
案
と
し
て
、
前
掲
シ
ャ
ー
プ
エ
レ
ク
ト
ロ
ニ
ク
ス
マ

ー
ケ
テ
ィ
ン
グ
事
件
、
野
村
證
券
事
件
を
参
照
。

（
胆
）
さ
し
あ
た
り
、
梅
本
吉
彦
「
民
事
訴
訟
法
』
（
信
山
社
、

二
○
○
二
年
）
’
’
’
’
’
五
頁
以
下
を
参
照
。

（
Ⅳ
）
こ
れ
と
同
様
の
予
測
は
、
評
者
が
一
一
一
③
で
指
摘
し
た
三

つ
の
疑
閲
も

つ
い
て

刷
様
の
予
測
は
、
評
者
が
一
一
一
③
で
指
摘
し
た
三

妥
当
す
る
。
な
お
、
本
件
が
控
訴
さ
れ
た
こ

は
、
労
判
八
四
六
号
一
○
頁
を
参
照
。

⑲
関f､;ｦ鳫律句鞘

昭和シェル石油＄件･東京地裁判決 ､


